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特
別
委
員
会
を

　

設
置
し
て
慎
重
審
査

修正案を 17対16で可決
　

花
巻
市
ま
ち
づ
く
り
基
本

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
第

9
条
、
第
1 2
条
、
第
2 7
条
の

3
条
項
に
つ
い
て
の
修
正
案

（
下
段
の
対
照
表
を
参
照
）

を
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、

修
正
可
決
し
た
部
分
を
除
く

条
項
に
つ
い
て
は
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

本
条
例
の
審
議
に
当
た
っ

て
は
、
定
例
会
初
日
の
2
月

2 9
日
に
議
長
を
除
く
議
員
全

員
で
構
成
す
る
「
花
巻
市
ま

ち
づ
く
り
基
本
条
例
審
査
特

別
委
員
会
」（
委
員
長
＝
近

村
晴
男
、
副
委
員
長
＝
平
賀

守
）
を
設
置
し
、3
月
5
日
、

7
日
の
2
日
間
に
わ
た
っ
て

慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
委
員
会
で
は
、
6
人
の

委
員
（
鎌
田
幸
也
委
員
、
小

原
雅
道
委
員
、大
原
健
委
員
、

照
井
明
子
委
員
、
名
須
川
晋

委
員
、櫻
井
肇
委
員
）
か
ら
、

修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
委
員

会
で
の
採
決
の
結
果
、
可
否

同
数
の
た
め
委
員
長
裁
決
に

よ
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
最
終
日
の
3
月

1 7
日
に
は
、
委
員
会
で
の
審

査
結
果
を
委
員
長
が
本
会
議

で
報
告
し
、
4
件
の
討
論
の

後
、
修
正
案
に
つ
い
て
記
名

投
票
に
よ
る
採
決
を
行
い
、

賛
成
1 7
、
反
対
1 6
の
小
差

で
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、

修
正
可
決
し
た
部
分
を
除
く

条
項
に
つ
い
て
は
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

　

修
正
案
の
採
決
に
当
た
っ

て
は
、
議
長
が
無
記
名
投
票

を
宣
告
し
ま
し
た
が
、
櫻
井

肇
議
員
か
ら
記
名
投
票
に
よ

る
べ
き
と
の
動
議
が
提
出
さ

れ
、
投
票
方
法
を
決
め
る
投

票
の
結
果
、
記
名
投
票
の
方

法
を
と
る
こ
と
に
決
し
た
も

の
で
す
。

　

な
お
、
修
正
可
決
さ
れ
た

本
条
例
は
、
全
2 8
条
で
構
成

さ
れ
る
市
民
参
画
と
協
働
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的

な
仕
組
み
を
定
め
た
条
例
で
、

本
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。

原案と修正案の対照表

第 9条　市議会は、市民の意思が市政に反映されるよう、
市の意思決定機関としてその機能を果すものとします。

第 12 条　市の執行機関は、まちづくりに関する重要な計
画の策定及び変更並びに条例等の制定改廃に当たっては、
市民が自らの意思で参画できる方法により意見を求めるもの
とします。

第 27 条　市長は、社会情勢等の変化に対応するため、
必要に応じ、この条例を見直すものとします。

第 9条　市議会は、市の意思決定機関として市民の意思が
市政に反映され、市政運営が適正になされているかを監視し、
けん制する機能を果すものとします。

第 12 条　市の執行機関は、まちづくりに関する重要な計画
の策定及び変更並びに条例等の制定改廃に当たっては、市
民が自らの意思で参画できる方法を用いて、市民が意見表明
する機会を保障するものとします。
2　市民の参画については、別に条例を定めるものとします。

第 27 条　市長は、社会情勢等の変化に対応するため、必
要に応じ、市民参画のもとこの条例を見直すものとします。

原　　　案 修　正　案

平成２０年第１回花巻市議会定例会（３月定例会）が、
２月２９日に招集され、３月１７日までの１８日間
の会期で開かれました。この定例会では、市長提出
案件６２議案のうち花巻市まちづくり基本条例につ
いては修正可決、平成２０年度各会計当初予算を含
む６１議案については原案のとおり可決しました。ま
た、議員発議により、委員会条例の一部改正、２件
の意見書の提出を可決しました。なお、一般質問では、
１１人の議員が登壇し、市政をただしました。

修正案を 17対16で可決

条
例
施
行
後
に
設
置
す
る
委

員
会
で
ご
検
討
い
た
だ
こ
う

と
考
え
て
い
る
。「
条
例
化

を
急
が
ず
、
あ
る
程
度
の
経

験
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
地
域

に
合
っ
た
制
度
を
決
め
る
」

と
い
う
趣
旨
か
ら
、
条
例
化

に
つ
い
て
の
明
文
化
は
行
わ

な
か
っ
た
。

 

Q　

第
2 7
条
に
「
市
民
参

画
の
も
と
」
と
い
う
文
言
を

加
え
る
こ
と
の
影
響
は
。

 

A　

第
3
条
に
「
条
例
等
の

制
定
改
廃
に
当
た
っ
て
は
、

こ
の
条
例
に
適
合
さ
せ
る
」、

第
1 2
条
に
「
条
例
等
の
制
定

改
廃
に
当
た
っ
て
は
、
市
民

が
自
ら
の
意
思
で
参
画
で
き

る
方
法
に
よ
り
意
見
を
求
め

る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

市
民
参
画
に
よ
る
見
直
し
が

確
保
保
障
さ
れ
て
い
る
。
二

重
に
規
定
す
る
こ
と
は
適
切

で
は
な
い
と
考
え
る
。

 

Q　
「
住
民
投
票
の
結
果
を

市
や
議
会
は
尊
重
す
る
」と

あ
る
が
、
市
長
や
議
員
は
2 0

歳
以
上
の
有
権
者
か
ら
選
ば

れ
る
の
に
対
し
、
住
民
投
票

の
有
権
者
を
1 8
歳
以
上
と

す
る
の
で
は
、
整
合
性
が
と

れ
な
い
の
で
は
。

 

Q　
「
市
議
会
等
の
役
割
と

責
務
」
に
関
す
る
条
項
に
お

い
て
、
市
民
会
議
の
提
言
書

に
は
、「
市
議
会
は
市
政
の
運

営
を
監
視
し
、
け
ん
制
し
ま

す
。」と
い
う
一
文
が
あ
っ
た

が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

用
の
条
例
素
案
か
ら
は
削
除

さ
れ
て
い
る
理
由
は
。

 

A　

本
条
例
は
、
で
き
る
だ

け
コ
ン
パ
ク
ト
に
わ
か
り
や

す
く
と
い
う
こ
と
を
基
本
に

策
定
し
て
お
り
、
市
議
会
に

関
す
る
条
項
に
お
い
て
は
、

そ
の
代
表
的
な
権
限
で
あ
る

意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
機

能
に
つ
い
て
だ
け
定
め
た
も

の
で
あ
る
。

 

Q　

市
民
参
画
条
例
の
制

定
を
明
文
化
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

 

A　

条
例
で
定
め
る
か
、
規

則
で
定
め
る
か
、
要
綱
等
で

ソ
フ
ト
に
定
め
る
か
を
、
本

 
A　
「
住
民
投
票
の
結
果
を

市
や
議
会
は
尊
重
す
る
」と

あ
る
が
、
あ
く
ま
で
最
終
的

な
判
断
は
、
議
決
機
関
の
議

会
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
国
民

投
票
法
で
も
投
票
権
者
は

1 8
歳
以
上
と
さ
れ
て
お
り
、

現
実
に
、
1 8
歳
以
上
の
市
民

に
は
、
社
会
人
と
し
て
生
活

さ
れ
て
い
る
方
も
多
く
、
そ

う
い
う
方
に
も
権
限
を
広
げ

て
い
き
た
い
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　

【
川
村
伸
浩　

議
員
】

　

本
条
例
原
案
は
、
市
民
会

議
や
策
定
委
員
会
の
開
催
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
意
見
交
換
会

の
実
施
な
ど
、
市
民
の
声
を

聞
く
機
会
を
多
く
取
り
入
れ

た
手
法
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
も
広
く

市
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も

の
と
考
え
る
。

　

【
名
須
川
晋　

議
員
】

　

市
民
会
議
や
策
定
委
員
会

に
お
い
て
、
最
後
ま
で
議
論

の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
市

民
参
画
条
例
の
制
定
で
あ
っ

た
と
思
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
ン

ス
を
本
条
例
に
取
り
戻
す
こ

と
が
、
協
働
で
つ
く
る
本
条

例
の
姿
勢
に
か
な
う
と
考
え

る
。

　

【
大
原
健　

議
員
】

　

市
民
の
関
心
が
非
常
に
高

く
、
重
要
な
本
条
例
案
が
、

2
月
に
提
出
さ
れ
4
月
1
日

に
施
行
で
は
、
十
分
な
議
論

を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
非

常
に
性
急
で
あ
る
。
名
実
と

も
に
稼
動
す
る
に
は
3
件
の

修
正
が
必
要
で
あ
る
。

　

【
小
原
雅
道　

議
員
】

　

裁
判
員
制
度
の
よ
う
に
、

司
法
判
断
に
市
民
の
常
識
を

反
映
さ
せ
て
い
る
例
が
あ
る
。

同
様
に
、
本
条
例
に
市
民
参

画
条
例
の
制
定
を
う
た
う
こ

と
が
、
市
民
の
意
見
表
明
の

機
会
を
保
障
し
、
真
の
ま
ち

づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
考
え

る
。

原
案
に
賛
成

原
案
に
賛
成

修
正
案
に
賛
成

修
正
案
に
賛
成

委員会において、修正案について説明する鎌田幸也委員

討
論
!!

特
別
委
員
会
を

　

設
置
し
て
慎
重
審
査

討
論
!!

基本条例基本条例花巻市ま花巻市まちづくり 基本条例基本条例花巻市ま花巻市まちちづづくくりり

委員会での

質疑質疑質疑


